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◆
特
集
に
あ
た
っ
て

　

二
〇
二
四
年
一
月
一
日
、
能
登
半
島
一
帯
を
襲
っ
た
巨
大
地
震
は
、
私
た
ち
の

土
地
と
生
活
を
改
め
て
見
詰
め
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　
「
地
震
大
国
・
日
本
」
は
、
一
九
九
五
年
の
「
阪
神
淡
路
大
震
災
」
以
降
、
二
〇

〇
〇
年
に
入
っ
て
か
ら
、
名
前
が
付
け
ら
れ
た
大
地
震
だ
け
見
て
も
、
鳥
取
県
西

部
地
震（
二
〇
〇
〇
年
一
〇
月
）、
新
潟
県
中
越
地
震（
二
〇
〇
一
年
一
月
、
二
〇
〇
四

年
一
〇
月
）、
十
勝
沖
地
震（
二
〇
〇
三
年
九
月
）、
新
潟
県
中
越
沖
地
震（
二
〇
〇
七
年

七
月
）、
岩
手
・
宮
城
内
陸
地
震（
二
〇
〇
八
年
六
月
）、
東
日
本
大
震
災（
二
〇
一
一

年
三
月
）、
熊
本
地
震（
二
〇
一
六
年
四
月
）、
北
海
道
胆
振
東
部
地
震（
二
〇
一
八
年

九
月
）な
ど
多
数
が
数
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

今
回
直
撃
さ
れ
た
能
登
半
島
は
、「
高
齢
化
が
進
む
過
疎
の
半
島
」。
二
〇
〇
七

年
三
月
に
は
今
回
と
同
じ
よ
う
に
「
能
登
半
島
地
震
」
と
名
づ
け
ら
れ
た
地
震
が

記
録
さ
れ
、
記
憶
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
ど
う
だ
っ
た
で
し
ょ
う
。
今
回

の
地
震
は
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
７
・
６
、
志
賀
町
、
輪
島
市
で
震
度
７
、
七
尾
市
、
珠

洲
市
、
穴
水
町
、
能
登
町
で
震
度
６
強
を
記
録
し
ま
し
た
。
被
害
は
膨
大
で
、
死

者
二
四
一
人
、
負
傷
者
は
一
二
九
九
人
。、
住
宅
の
全
壊
は
八
七
九
五
棟
、
半
壊

が
一
万
八
七
六
一
棟
、
一
部
損
壊
は
五
万
棟
を
超
え
ま
し
た
。

　

そ
し
て
、
特
徴
的
だ
っ
た
こ
と
は
、
道
路
の
ほ
か
、
電
気
、
水
道
な
ど
の
ラ
イ

フ
ラ
イ
ン
が
機
能
し
な
く
な
っ
た
こ
と
で
す
。
地
震
か
ら
二
か
月
半
を
超
え
た
三

月
一
九
日
現
在
で
も
、
一
万
三
〇
〇
〇
戸
が
断
水
し
て
い
る
状
況
で
す
。
ど
う
し

て
こ
ん
な
状
況
に
な
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
？　

答
え
は
簡
単
で
す
。
こ
れ
ま

で
、
続
い
て
起
き
て
い
る
地
震
の
教
訓
を
生
か
し
切
れ
な
か
っ
た
か
ら
で
す
。

　

▼
「
安
全
に
生
活
す
る
権
利
」
の
確
立
を

　
「
法
と
民
主
主
義
」編
集
部
は
、
こ
の
災
害
に
つ
い
て
、
な
ぜ
こ
ん
な
状
況
に
な
っ

て
い
る
の
か
、
い
ま
、
何
が
必
要
な
の
か
、
ど
う
し
た
ら
い
い
の
か
、
改
め
て
検

討
し
た
い
と
考
え
ま
し
た
。

　
「
天
災
だ
か
ら
や
む
を
得
な
い
」「
被
災
者
に
な
っ
た
の
は
運
が
悪
か
っ
た
か
ら
…
」

│
私
た
ち
の
意
識
に
は
、
ま
だ
ま
だ
こ
ん
な
気
持
ち
が
残
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

そ
れ
で
い
い
の
で
し
ょ
う
か
？　

私
た
ち
は
、
先
人
た
ち
、
あ
る
い
は
私
た
ち
の

努
力
で
、
平
和
を
守
り
、
科
学
技
術
を
発
展
さ
せ
て
き
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
地
球

環
境
、
街
作
り
か
ら
身
近
な
住
宅
建
設
ま
で
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
、
不
十
分
な
こ

と
は
少
な
い
け
れ
ど
、
か
な
り
の
程
度
ま
で
、
危
険
を
防
ぎ
安
全
で
、
平
穏
な
生

活
を
守
る
手
立
て
を
造
っ
て
き
た
は
ず
で
す
。
私
た
ち
は
い
ま
、
こ
の
「
生
き
る

権
利
」
を
確
認
し
、
お
互
い
整
備
し
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
す
。

　

私
た
ち
の
日
本
国
憲
法
一
三
条
は
「
個
人
と
し
て
尊
重
」
さ
れ
、「
生
命
、
自
由

お
よ
び
幸
福
追
求
の
権
利
」
に
つ
い
て
、「
最
大
の
尊
重
」
を
必
要
と
し
、
二
五
条

は
「
健
康
で
文
化
的
な
最
低
限
度
の
生
活
を
営
む
権
利
」
を
保
障
し
、
国
が
そ
の

能
登
半
島
地
震
災
害
と
法
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「
向
上
、
増
進
」
に
努
め
る
責
任
を
規
定
し
て
い
ま
す
。

　

天
災
に
備
え
、
新
し
い
知
見
を
生
か
し
、
災
害
を
防
ぐ
手
立
て
を
講
じ
て
い

く
の
は
、
国
民
み
ん
な
、
私
た
ち
が
造
っ
て
い
く
国
家
、
政
治
の
責
任
で
す
。「
法
」

は
そ
こ
で
ど
う
機
能
し
て
い
く
の
で
し
ょ
う
。

　

▼
い
ま
起
き
た
こ
と
か
ら
考
え
よ
う

　

こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
今
回
の
特
集
で
は
、
五
本
の
論
文
と
編
集
委
員
に
よ
る

現
地
報
告
を
収
録
し
ま
し
た
。　

　

憲
法
、
民
法
や
環
境
法
を
ベ
ー
ス
に
、
日
本
の
災
害
を
系
統
的
に
取
り
組
み
、

東
日
本
大
震
災
で
も
多
く
の
問
題
提
起
を
さ
れ
て
き
た
礒
野
弥
生
・
東
京
経
済
大

名
誉
教
授
に
は
、「
総
論
」
的
な
意
味
を
含
め
て
「
防
災
法
と
住
民
の
権
利
」
を
お

願
い
し
ま
し
た
。「
被
災
者
お
よ
び
被
災
の
恐
れ
の
あ
る
人
の
権
利
と
の
関
係
で
、

災
害
法
制
の
課
題
を
提
起
す
る
」
と
、
事
態
を
分
析
、
提
言
し
て
い
ま
す
。

　

続
い
て
、
今
回
、
本
当
に
一
触
即
発
、
実
際
に
変
電
機
が
破
損
し
、
外
部
電
源

が
使
え
な
く
な
っ
た
ほ
か
、
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
ポ
ス
ト
が
稼
働
し
な
い
な
ど
、
重
大

な
事
故
が
起
き
た
北
陸
電
力
・
志
賀
原
発
に
つ
い
て
、
井
戸
謙
一
弁
護
士（
元
裁
判

官
）に
寄
稿
を
お
願
い
し
ま
し
た
。
ご
存
じ
の
通
り
、
井
戸
弁
護
士
は
、
二
〇
〇
六

年
三
月
、
金
沢
地
裁
が
志
賀
原
発
の
差
し
止
め
判
決
を
出
し
た
際
の
裁
判
長
で

し
た
。「
能
登
の
断
層
と
志
賀
原
発
│
原
発
立
地
に
投
げ
か
け
ら
れ
た
課
題
」
は
、

こ
の
経
験
も
含
め
、
日
本
の
原
発
に
つ
い
て
書
い
て
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
災
害
復
興
と
街
作
り
問
題
に
つ
い
て
、
新
進
の
都
市
・
建
築
学
者
、

窪
田
亜
矢
・
東
北
大
学
教
授
に
、
街
並
み
が
壊
れ
、
し
か
も
火
災
で
跡
形
を
と
ど

め
な
く
な
っ
た
能
登
の
現
状
を
踏
ま
え
、「
災
後
に
お
け
る
『
住
民
の
、
住
民
に
よ

る
、
住
民
の
た
め
の
ま
ち
づ
く
り
』
に
向
け
て
」
を
書
い
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
大

災
害
を
受
け
た
後
、「
住
民
の
た
め
の
ま
ち
づ
く
り
」
は
ど
う
考
え
た
ら
い
い
の
で

し
ょ
う
か
。
窪
田
教
授
は
二
月
は
じ
め
、
現
地
を
視
察
し
、「
住
民
自
身
の
意
思
に

よ
る
復
興
」
に
つ
い
て
考
え
て
い
ま
す
。

　

次
に
、
こ
れ
ま
で
、
埼
玉
を
中
心
に
貧
困
問
題
に
取
り
組
み
、
社
会
保
障
の

現
場
を
考
え
続
け
て
き
た
猪
股
正
弁
護
士
に
「
平
時
の
社
会
保
障
を
土
台
と
す
る

災
害
対
策
へ
」
を
書
い
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
災
害
が
あ
っ
た
か
ら
社
会
保
障
を

ベ
ー
ス
に
、
で
は
な
く
、「
平
時
の
社
会
保
障
制
度
を
普
遍
的
な
制
度
へ
と
構
築
し

直
し
、
そ
の
土
台
の
上
に
、
災
害
時
に
、
迅
速
に
発
動
で
き
、
平
時
の
制
度
と

連
携
し
て
機
能
し
て
、
被
災
者
の
生
活
を
緊
急
に
支
え
る
制
度
を
整
備
す
べ
き
」

だ
と
提
起
し
て
い
ま
す
。

　

今
回
の
災
害
で
は
、
長
年
の
財
政
難
の
結
果
、
地
方
自
治
体
が
疲
弊
し
て
、
職

員
の
確
保
す
ら
不
十
分
で
あ
る
状
況
が
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
を
補
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
当
然
、
国
、
中
央
政
府
で
す
。
し
か
し
、
そ
の
対
応

も
簡
単
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
情
勢
に
乗
じ
て
、
政
府
・
与
党
が

考
え
た
の
は
、
災
害
時
に
、
地
方
自
治
体
の
権
限
を
越
え
て
、
中
央
政
府
が
「
補

充
的
指
示
権
」
を
行
使
で
き
る
と
す
る
地
方
自
治
法
の
改
正
で
す
。

　

憲
法
は
「
地
方
公
共
団
体
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
事
項
は
、
地
方
自
治
の

本
旨
に
基
い
て
、
法
律
で
こ
れ
を
定
め
る
」（
九
二
条
）と
し
、「
住
民
自
治
」（
九
三
条
）

と
「
団
体
自
治
」（
九
四
条
）を
定
め
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
政
府
が
提
案
す
る
の
は
、

災
害
時
に
は
地
方
の
自
治
権
を
剥
奪
し
て
も
構
わ
な
い
、
と
い
う
形
で
実
質
改

憲
を
狙
お
う
と
い
う
改
正
案
。
こ
の
問
題
を
指
摘
し
て
く
だ
さ
っ
た
の
は
、
編
集

委
員
で
も
あ
る
永
山
茂
樹
東
海
大
教
授
で
す
。

　

す
で
に
、「
災
害
」
の
よ
う
な
「
緊
急
時
」
に
、
国
会
議
員
の
任
期
を
延
長
し
よ
う

と
す
る
「
緊
急
事
態
」
の
改
憲
論
が
憲
法
審
査
会
で
議
論
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ

に
呼
応
し
、
災
害
を
利
用
し
て
、「
独
裁
」
的
政
治
体
制
を
狙
う
「
シ
ョ
ッ
ク
・
ド

ク
ト
リ
ン
」
に
要
注
意
で
す
。

　

最
後
に
、
則
武
透
編
集
委
員（
弁
護
士
）の
現
地
報
告
、「
能
登
半
島
地
震
が
医
療

に
与
え
た
深
刻
な
事
態
│
現
地
へ
行
っ
て
」
を
入
れ
ま
し
た
。
則
武
弁
護
士
は
、

現
地
に
入
っ
て
医
療
現
場
の
状
況
を
つ
ぶ
さ
に
取
材
し
報
告
し
て
く
れ
ま
し
た
。

　

こ
れ
ら
の
特
集
が
、
現
に
起
き
て
し
ま
っ
た
災
害
に
つ
い
て
、
事
実
を
直
視
し

対
策
に
取
り
組
み
、
今
後
を
つ
く
っ
て
い
く
た
め
に
少
し
で
も
役
立
つ
こ
と
を
期

待
し
ま
す
。

 

（「
法
と
民
主
主
義
」
編
集
委
員
会
　
丸
山
重
威
）
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